
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆伸び率はバブル期以来 

日本経団連の調査によると、今年の東証一部上場企業

（76 社）の年末賞与は前年比プラス 5.8％と、バブル期

以来の伸び率となると見込まれています。夏季賞与に関

する同調査でも前年比プラス 5.0％の伸び率でした。 

伸びている業種は「複合サービス業」や「情報通信業」

などで、「製造業」はほぼ横ばい、「電気・ガス業」では

大きく落ち込んでおり、産業によって異なる様相を呈し

ています。 

 

◆中小企業の賞与はどうなる？ 

中小企業においても賞与の支給は増える見込みで、三

菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社の調査

によれば、支給労働者数は 3,889 万人で前年比プラス

0.7％となる見通しです。 

民間企業の１人当たり平均支給額は36万7,500円で、

前年比プラス 0.5％と伸びており、支給労働者数の伸び

と相まって支給総額が増加することが見込まれており、

14.3 兆円（前年比プラス 1.2％）となっています。 

 

◆別の調査では伸び率は低いとの調査結果も 

厚生労働省が発表している「毎月勤労統計調査」によ

れば、常用雇用者数５名以上の事業所における今年の夏

季賞与は、３年ぶりの増加となったものの前年比プラス

0.3％で、経団連の調査結果よりも増加幅が小幅になっ

ています。 

これは、500 人以上の大規模事業所では前年比プラス

2.6％と大きく増加したものの、小規模事業所ではマイ

ナスとなったところもあったことによります。 

また、経団連の調査対象企業には「医療・福祉」や「飲

食サービス業」といった、近年雇用者数が伸びている業

種が含まれておらず、さらに、これらの業種では賞与が

増加の見込み！ 今冬のボーナス支給の傾向 

少ないケースが多いため、調査結果に現れた賞与額を引

き下げる方向に働いたことが考えられます。 

調査によって異なる結果となっていますが、いずれに

おいても、業績が緩やかに改善していることが読み取れ

るため、今冬の賞与は夏季賞与よりも伸び率が大きくな

る可能性もあります。 

 

 

2013 年度の新入社員の 

意識の変化について 

◆新入社員の意識に変化はあったか？ 

日本生産性本部が入社半年後の新入社員を対象に実

施した「2013 秋・若者意識アンケート」の調査結果が

発表されました。 

この調査は今回が 23回目となりますが、新入社員の

意識にいくつか変化が見られたようです。 

 

◆「スペシャリスト」志向の割合が増加 

キャリアについて「１つの仕事や持ち場を長い間経験

させて、スペシャリスト（専門家）としてきたえる職場」

と「いろいろな仕事や持ち場を経験させて、ジェネラリ

スト（会社全般の仕事が見渡せるような人）としてきた

える職場」のどちらを希望するかという説問に対し、「ス

ペシャリストとしてきたえる職場」と回答した割合は
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48.8％でした。 

割合としては、「ジェネラリストとしてきたえる職場」

のほうが若干上回っていますが、今春に実施された前回

調査と比較すると、「スペシャリストとしてきたえる職

場」のほうが 7.2ポイントの上昇を見せており、これは

過去最高の変化幅だったようです。 

 

◆「キャリアに反する仕事を我慢するのは無意味」が

過去最高 

次に、「自分のキャリアプランに反する仕事を我慢し

て続けるのは無意味だ」という設問に対し、「そう思う」

と回答した割合が 42.4％（昨年比 15.9 ポイント上昇）

で、調査を開始した 2006年以来過去最高の変化幅とな

りました。 

また、「条件の良い会社があれば、さっさと移るほう

が得だ」という設問に対し、「そう思う」と回答した割

合が 41.4％（昨年比 5.2 ポイント上昇）となりました。 

さらに、転職について「あなたは１つの会社に、最低

でもどのくらい勤めるべきだと思いますか？」との設問

に対しては、「１年」および「２～３ 年」とする回答が

2011 年以来上昇し続け、過去最高の 44.5％となったこ

とがわかりました。 

 

◆「自分の良心に反する仕事の指示には従わない」回

答が急増 

「上司から、会社のためにはなるが自分の良心に反す

る手段で仕事を進めるように指示されました。この時あ

なたは…」と自分の考えを問う設問に対し、「指示に従

わない」と回答した割合が 16.4％（昨年比 6.9 ポイン

トの上昇）で、こちらも 2006年の調査開始以来最高の

変化幅だったようです。 ■ 当事務所よりひと言  

 厚労省は、ブラック企業対策として、2015 年新

卒の大学生や大学院生の雇用を希望する企業に対

し、過去 3年間の採用者数と離職者数を求人票に明

示するよう要請することを決めました。求人票への

記入は強制ではないが、明示しないと「明らかにで

きないほど多い」と見られる可能性もあり、就職を

希望する学生の参考にしてもらう考えです。 

ブラック企業対策を更に本格化していく 2014年

は、企業にとって厳しくなりますが、当社も皆さま

のお役に立てるように全力で取り組んでいきたい

と思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

1月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

※ただし、６ヵ月ごとの納付の特例を受けている場

合には、２５年７月から１２月までの徴収分を１月

２０日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督

署］ 

20 日 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜前年７月～12 月

分＞［郵便局または銀行］ 

3１日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表

＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜1 月 1 日現在のもの＞［市

区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10 月～

12 月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞［郵便局または銀

行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（移動）申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］ 


